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平成17年５月９日

投 資 主 各 位

東 京 都 港 区 浜 松 町 二 丁 目 ４ 番 １ 号

オ リ ッ ク ス 不 動 産 投 資 法 人
執行役員 市　川　　　洋

第４回投資主総会招集ご通知

拝啓　投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　さて、本投資法人の第４回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご捺印のうえ、平成17年５月23日（月曜
日）までに本投資法人に到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申
し上げます。
　また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条
第１項に基づき、本投資法人の規約第18条第１項において、「みなし賛成」に関
する規定を次のとおり定めております。
規約第18条第１項
「投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投
資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合にお
いて、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれも
除く。）について賛成するものとみなす。」

　従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議決権行
使書による議決権の行使をされない場合、本投資主総会における各議案について、
賛成されたものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいま
すようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時     ：平成17年５月24日（火曜日） 午前10時
２．場 所     ：東京都港区浜松町二丁目４番１号

世界貿易センタービル 38階「ＷＴＣコンファレンスセンター
フォンテーヌ」

３．会議の目的事項：
決 議 事 項     
第１号議案：規約一部変更の件

議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」
（２頁から24頁）に記載のとおりであります。

第２号議案：執行役員１名選任の件
第３号議案：監督役員３名選任の件

以　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において「運用状況報告会」を実
施する予定です。
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議決権の行使についての参考書類

議案及び参考事項

第１号議案：規約一部変更の件

１　本議案について議決権を有する投資主が有する投資口の総口数：175,363口

２　議案の要領及び提案の理由

①　設立の際に定めた規定のうち不要となった条項や既に手続きの終了した内

容を削除し、規約を簡素化すべく、現行の規約第７条、第21条但し書き、第

24条但し書き、第32条但し書き、第39条但し書き、第41条(a)「運用報酬

１」但し書き及び①から③まで、同条(b)「運用報酬２」なお書き及び①か

ら③まで並びに第42条から第45条までを削除するものであります。

②　投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の変

更を含みます。以下「投信法」といいます。）第109条第９項の規定に基づ

き、執行役員又は監督役員がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ない場合には、役員会の決議をもって法令に規定する限度内でその責任を免

除できる旨を定めることができるようになったことに伴い、執行役員及び監

督役員の責任を合理的な範囲にとどめて執行役員及び監督役員が職務の遂行

にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、規定を新設するものであ

ります（変更後の規約第30条）。

　なお、執行役員の責任を免除することができる旨の定めを設ける規約変更

を議案として提出することにつきましては、各監督役員の同意を得ておりま

す。

③　商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第149号）が平成14年５月１

日に施行され、同法の規定により、新株予約権に関する規定が創設されたこ

とから、現行の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅰ「資産運

用の対象」(3）①(ｵ)について所要の変更を行うものであります。

④　大規模開発ビルへの投資機会の確保等の観点から、実質的に本投資法人が

投資対象とする不動産等又は不動産対応証券に投資することを目的とする株

券の取得、及び不動産等又は不動産対応証券への投資に付随し又は関連する

不動産の管理会社等の株券の取得を可能とするため、規定を新設するもので

あります（変更後の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅰ「資

産運用の対象」(3)①(ﾂ)）。

⑤　特定資産以外の資産として本投資法人が投資することがある有限会社の出
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資持分について、その投資の範囲を、実質的に不動産等に投資することを目

的とするものに限る旨から、実質的に不動産等又は不動産対応証券に投資す

ることを目的とするものに限る旨に変更することに伴い、また、大規模開発

ビルへの投資機会の確保等の観点から、本投資法人が投資対象とする不動産

等又は不動産対応証券への投資に付随し又は関連する不動産の管理会社等の

出資持分の取得を可能とするため、現行の規約別紙１「資産運用の対象及び

方針について」Ⅰ「資産運用の対象」(4)「特定資産以外の資産」①の変更

を行うものであります。

⑥　特定資産以外の資産として本投資法人が投資することがある商標権等につ

いて、その投資の範囲を、不動産等への投資に付随したものに限る旨から、

不動産等又は不動産対応証券への投資に付随したものに限る旨に変更するこ

とに伴い、現行の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅰ「資産

運用の対象」(4)「特定資産以外の資産」②の変更を行うものであります。

⑦　本投資法人が投資対象とする不動産等又は不動産対応証券への投資に付随

する著作権等及び温泉権等の取得を可能とするため、規定を新設するもので

あります（変更後の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅰ「資

産運用の対象」(4)「特定資産以外の資産」③及び④）。

⑧　本投資法人が投資対象とする不動産等又は不動産対応証券への投資に付随

する動産等の取得又は賃借を可能とするため、規定を新設するものでありま

す（変更後の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅰ「資産運用

の対象」(4)「特定資産以外の資産」⑤）。

⑨　本投資法人が支払う分配金の損金算入要件の改正に伴い、一定事項の規約

への記載等の要件を満たした場合には、特定目的会社が発行した優先出資証

券の全部を取得した場合でも分配金の損金算入が認められることになりまし

た。これを受け、分配金の損金算入を維持しつつ、本投資法人の資産運用の

機会を拡大させるため、上記要件を満たすための規定を新設するものであり

ます（変更後の規約別紙１「資産運用の対象及び方針について」Ⅱ「資産運

用の方針」(8)「その他」②）。

⑩　日本証券業協会が開設した店頭売買有価証券市場の取引所有価証券市場へ

の組織変更に伴い、現行の規約別紙２「資産評価の方法、基準及び基準日に

ついて」Ⅰ「資産評価の方法及び基準について」１(2)「有価証券（不動産

対応証券を含む。）」②「店頭売買有価証券」を削除し、同③を同②として

所要の変更を行うものであります。

⑪　その他、条文の新設及び変更に伴い、条数等の変更を行うとともに、条文

の整備を行うものであります。
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３　変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示す）

現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第２条（目　的） 第２条（目　的）

　本投資法人は、不動産及び不動産を

信託する信託の受益権（不動産に付随

する金銭と合わせて信託する包括信託

を含む。）を主たる投資対象として、

中長期的な観点から、運用資産の着実

な成長と安定した収益の確保を目的と

する。

　本投資法人は、不動産及び不動産を

信託する信託の受益権（不動産に付随

する金銭と合わせて信託する包括信託

を含む。）を主たる投資対象として、

中長期的な観点から、運用資産（第６

条第３項に定義する。）の着実な成長

と安定した収益の確保を目的とする。

第７条（設立の際に発行する投資口の発行

価額及び口数）

（削　　除）

　本投資法人の設立時に発行する投資

口の発行価額は、１口を金50万円と

し、発行口数は400口とする。

第８条（投資口の譲渡） 第７条（投資口の譲渡）

（条文省略） （現行どおり）

第９条（投資口の取扱規則） 第８条（投資口の取扱規則）

（条文省略） （現行どおり）

第10条（投資口に係る権利の確定） 第９条（投資口に係る権利の確定）

１　毎決算期末日（以下「決算日」とい

う）における最終の投資主名簿（実質

投資主名簿を含む。以下同じ。）に記

載されている投資主又は登録質権者を

もって、その決算期に関する金銭の分

配を受ける権利を行使することのでき

る者とする。

１　毎決算期末日（以下「決算日」とい

う。）における最終の投資主名簿（実

質投資主名簿を含む。以下同じ。）に

記載されている投資主又は登録質権者

をもって、その決算期に関する金銭の

分配を受ける権利を行使することので

きる者とする。
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

２　投資主総会の会日が決算日から起算し

て３カ月以内の場合には、当該投資主

総会開催日の直前の決算日における最

終の投資主名簿に記載されている投資

主又は登録質権者をもって、当該投資

主総会において権利を行使することの

できる者とし、投資主総会の会日が決

算日から起算して３カ月を超える場合

には、第14条に基づき投資主総会の招

集公告をする日における最終の投資主

名簿に記載されている投資主又は登録

質権者をもって、当該投資主総会にお

いて権利を行使することのできる者と

する。但し、第14条に基づく招集公告

において、一定の日における最終の投

資主名簿に記載されている投資主又は

登録質権者をもって当該投資主総会に

おいて権利を行使することのできる者

とする旨を併せて公告し、当該一定の

日における最終の投資主名簿に記載さ

れている投資主又は登録質権者をもっ

て当該投資主総会において権利を行使

することのできる者とすることができ

る。

２　投資主総会の会日が決算日から起算し

て３箇月以内の場合には、当該投資主

総会の開催日の直前の決算日における

最終の投資主名簿に記載されている投

資主又は登録質権者をもって、当該投

資主総会において権利を行使すること

のできる者とし、投資主総会の会日が

決算日から起算して３箇月を超える場

合には、第13条に基づき投資主総会の

招集公告をする日における最終の投資

主名簿に記載されている投資主又は登

録質権者をもって、当該投資主総会に

おいて権利を行使することのできる者

とする。但し、第13条に基づく招集公

告において、一定の日における最終の

投資主名簿に記載されている投資主又

は登録質権者をもって当該投資主総会

において権利を行使することのできる

者とする旨を併せて公告し、当該一定

の日における最終の投資主名簿に記載

されている投資主又は登録質権者を

もって当該投資主総会において権利を

行使することのできる者とすることが

できる。

３　（条文省略） ３　（現行どおり）

第11条（投資主総会） 第10条（投資主総会）

（条文省略） （現行どおり）

第12条（投資主総会の招集） 第11条（投資主総会の招集）

（条文省略） （現行どおり）

第13条（投資主総会の招集権者） 第12条（投資主総会の招集権者）

（条文省略） （現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第14条（投資主総会の招集公告及び招集通

知）

第13条（投資主総会の招集公告及び招集通

知）

１　投資主総会を開催する場合には、会日

から２カ月前までに会日を公告し、か

つ第10条第２項の規定に従い権利を行

使することのできる者として確定され

る者に対し会日の２週間前までに投資

主総会の招集通知を発送する。

１　投資主総会を開催する場合には、会日

から２箇月前までに会日を公告し、か

つ第９条第２項の規定に従い権利を行

使することのできる者として確定され

る者に対し会日の２週間前までに投資

主総会の招集通知を発送する。

２　（条文省略） ２　（現行どおり）

第15条（投資主総会の議長） 第14条（投資主総会の議長）

（条文省略） （現行どおり）

第16条（投資主総会の決議要件） 第15条（投資主総会の決議要件）

（条文省略） （現行どおり）

第17条（議決権の代理行使） 第16条（議決権の代理行使）

（条文省略） （現行どおり）

第18条（みなし賛成） 第17条（みなし賛成）

（条文省略） （現行どおり）

第19条（投資主総会議事録） 第18条（投資主総会議事録）

　本投資法人の投資主総会の議事につ

いては、議事の経過の要領及びその結

果を記載した議事録を作成し、議長及

び出席した執行役員及び監督役員がこ

れに記名捺印又は署名し、本投資法人

の本店に保存する。

　本投資法人の投資主総会の議事につ

いては、議事の経過の要領及びその結

果を記載した議事録を作成し、議長、

出席した執行役員及び監督役員がこれ

に記名捺印又は署名し、本投資法人の

本店に保存する。

第４章　執行役員、監督役員並びに役員会 第４章　執行役員、監督役員及び役員会

第20条（執行役員の員数） 第19条（執行役員の員数）

（条文省略） （現行どおり）

第21条（執行役員の選任） 第20条（執行役員の選任）

　執行役員は、本投資法人の投資主総

会において選任する。但し、設立の際

に法令の規定により選任されたものと

みなされる執行役員を除く。

　執行役員は、本投資法人の投資主総

会において選任する。

第22条（執行役員の任期） 第21条（執行役員の任期）

（条文省略） （現行どおり）

第23条（監督役員の員数） 第22条（監督役員の員数）

（条文省略） （現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第24条（監督役員の選任） 第23条（監督役員の選任）

　監督役員は、本投資法人の投資主総

会において選任する。但し、設立の際

に法令の規定により選任されたものと

みなされる監督役員を除く。

　監督役員は、本投資法人の投資主総

会において選任する。

第25条（監督役員の任期） 第24条（監督役員の任期）

（条文省略） （現行どおり）

第26条（役員会） 第25条（役員会）

１　（条文省略） １　（現行どおり）

２　役員会は、次の権限を有する。なお、

この決議は第29条の規定にかかわら

ず、出席者の過半数かつ監督役員の過

半数の賛成により採択される。

　本投資法人の資産の運用を委託する

投資信託委託業者（以下「資産運用会

社」という。）が、資産運用会社の利

害関係人等（投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和26年法律第198号、

以下「投信法」という。）第15条第2

項第1号で規定される利害関係人等を

いう。）及びそれと同視すべき者とし

て役員会が予め内規で定めた者との間

で、本投資法人のために取引等（但

し、対象となる取引等（不動産及び実

質的にこれと同視すべき資産の取得及

び譲渡を除く。）のうち、利益相反関

係により本投資法人に損害が生じるお

それが軽微であると類型的に判断され

る取引等として、予め役員会が内規で

定める取引等は除く。）を行う場合に

おける事前承認。

２　役員会は、次の権限を有する。なお、

この決議は第28条の規定にかかわら

ず、出席者の過半数かつ監督役員の過

半数の賛成により採択される。

　本投資法人の資産の運用を委託する

投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号、その後の改

正を含む。以下「投信法」という。）

第２条第18項で規定される投資信託委

託業者（以下「資産運用会社」とい

う。）が、資産運用会社の利害関係人

等（投信法第15条第２項第１号で規定

される利害関係人等をいう。）及びそ

れと同視すべき者として役員会が予め

内規で定めた者との間で、本投資法人

のために取引等（但し、対象となる取

引等（不動産及び実質的にこれと同視

すべき資産の取得及び譲渡を除く。）

のうち、利益相反関係により本投資法

人に損害が生じるおそれが軽微である

と類型的に判断される取引等として、

予め役員会が内規で定める取引等は除

く。）を行う場合における事前承認。

第27条（役員会の招集権者） 第26条（役員会の招集権者）

（条文省略） （現行どおり）

第28条（役員会の招集通知） 第27条（役員会の招集通知）

（条文省略） （現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第29条（役員会の決議要件） 第28条（役員会の決議要件）

（条文省略） （現行どおり）

第30条（役員会議事録） 第29条（役員会議事録）

（条文省略） （現行どおり）

（新　　設） 第30条（執行役員及び監督役員の投資法人

に対する責任）

　本投資法人は、投信法第109条第１

項第４号の行為に関する執行役員又は

監督役員の責任について、当該執行役

員又は監督役員が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がない場合におい

て、責任の原因となった事実の内容、

当該執行役員又は監督役員の職務遂行

の状況その他の事情を勘案して特に必

要と認めるときは、賠償の責めに任ず

べき額から次の各号に掲げる金額を控

除した額を限度として、役員会の決議

をもって免除することができる。

①　役員会の決議の属する営業期間

（第39条に定める決算期間をい

う。以下同じ。）又はその前の各

営業期間において、当該執行役員

又は監督役員が報酬その他の職務

遂行の対価として投資法人から受

け、又は受けるべき財産上の利益

（第②号に定めるものを除く。）

の額の営業期間毎の合計額のう

ち、最も高い額の４年分に相当す

る額

②　当該執行役員又は監督役員が本投

資法人から受けた退職慰労金の額

及びその性質を有する財産上の利

益の額の合計額と当該合計額をそ

の職に就いていた年数で除した額

に４を乗じた額とのいずれか低い

額
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第31条（執行役員及び監督役員の報酬の額

又は報酬の支払に関する基準）

第31条（執行役員及び監督役員の報酬の額

又は報酬の支払に関する基準）

　執行役員及び監督役員の報酬は、執

行役員及び監督役員の各々について決

算期毎に１人当たり金420万円以内の

金額において、当該職務と類似の職務

を行う取締役・監査役等の一般的な報

酬水準、一般物価動向、賃金動向等に

照らして合理的と判断される金額とし

て上記の金額を超えない範囲で役員会

で決定される金額とし、当該決算期分

を決算日の翌月末までに支払う。

　執行役員及び監督役員の報酬は、執

行役員及び監督役員の各々について決

算期毎に１人当たり金420万円以内の

金額において、当該職務と類似の職務

を行う取締役、監査役等の一般的な報

酬水準、一般物価動向、賃金動向等に

照らして合理的と判断される金額とし

て上記の金額を超えない範囲で役員会

で決定される金額とし、当該決算期分

を決算日の属する月の翌月末日までに

支払う。

第32条（会計監査人の選任） 第32条（会計監査人の選任）

　会計監査人は、本投資法人の投資主

総会において選任する。但し、設立の

際に法令の規定により選任されたもの

とみなされる会計監査人を除く。

　会計監査人は、本投資法人の投資主

総会において選任する。

第34条（会計監査人の報酬の額又は報酬の

支払に関する基準）

第34条（会計監査人の報酬の額又は報酬の

支払に関する基準）

　本投資法人の会計監査人の報酬の額

は、監査の対象となる決算期毎に金

2,000万円以内として、この金額を超

えない範囲で役員会で決定される金額

とし、当該決算期分を決算期末日経過

後３カ月以内に支払うものとする。

　本投資法人の会計監査人の報酬の額

は、監査の対象となる決算期毎に金

2,000万円以内として、この金額を超

えない範囲で役員会で決定される金額

とし、当該決算期分を決算期末日経過

後３箇月以内に支払うものとする。

第36条（資産運用の対象及び方針） 第36条（資産運用の対象及び方針）

　本投資法人は、本規約の一部を構成

する別紙１「資産運用の対象及び方針

について」の規定に従って、その資産

運用を行うものとする。

　本投資法人は、この規約の一部を構

成する別紙１「資産運用の対象及び方

針について」の規定に従って、その資

産運用を行うものとする。
 

第37条（資産評価の方法、基準及び基準

日）

 

第37条（資産評価の方法、基準及び基準

日）

　本投資法人は、本規約の一部を構成

する別紙２「資産評価の方法、基準及

び基準日について」の規定に従って、

その資産評価を行うものとする。

　本投資法人は、この規約の一部を構

成する別紙２「資産評価の方法、基準

及び基準日について」の規定に従っ

て、その資産評価を行うものとする。
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

第38条（金銭の分配の方針） 第38条（金銭の分配の方針）

　本投資法人は、原則として、本規約

の一部を構成する別紙３「金銭の分配

の方針について」の規定に従って、金

銭の分配を行うものとする。

　本投資法人は、原則として、この規

約の一部を構成する別紙３「金銭の分

配の方針について」の規定に従って、

金銭の分配を行うものとする。

第39条（決算期） 第39条（決算期）

　本投資法人の決算期間は、毎年３月

１日から８月末日までと９月１日から

２月末日までの各６カ月間とする。但

し、設立当初の第１期に関しては、設

立の日から平成14年８月末日までとす

る。

　本投資法人の決算期間は、毎年３月

１日から８月末日までと９月１日から

２月末日までの各６箇月間とする。

第40条（借入金及び投資法人債発行の限度

額）

第40条（借入金及び投資法人債発行の限度

額）

１　本投資法人は、運用資産の効率的な運

用及び運用の安定性に資するため、資

産の取得、修繕等又は分配金の支払若

しくは債務の返済（敷金・保証金並び

に借入金及び投資法人債の債務の返済

を含む。）等の資金の手当てを目的と

して、資金を借入れ又は投資法人債を

発行することができる。但し、借入先

については証券取引法第２条第３項第

１号に規定する適格機関投資家に限る

ものとする。

１　本投資法人は、運用資産の効率的な運

用及び運用の安定性に資するため、資

産の取得、修繕等又は分配金の支払若

しくは債務の返済（敷金又は保証金そ

の他これらに類する金銭（以下「敷金

等」という。）並びに借入金及び投資

法人債の債務の返済を含む。）等の資

金の手当てを目的として、資金を借入

れ又は投資法人債を発行することがで

きる。但し、借入先については証券取

引法（昭和23年法律第25号、その後の

改正を含む。）第２条第３項第１号に

規定する適格機関投資家に限るものと

する。
 

２ 借入金及び投資法人債発行の限度額

は、それぞれ１兆円とし、その合計額

が１兆円を超えないものとする。

 

２ 借入金及び投資法人債発行の限度額

は、それぞれ金１兆円とし、その合計

額が金１兆円を超えないものとする。

第41条（投資信託委託業者に対する資産運

用報酬の額又は資産運用報酬の支

払に関する基準）

第41条（投資信託委託業者に対する資産運

用報酬の額又は資産運用報酬の支

払に関する基準）

　本投資法人が資産運用会社に支払う

報酬の計算方法及び支払の時期は、次

の通りとする。

　本投資法人が資産運用会社に支払う

報酬の計算方法及び支払の時期は、次

の通りとする。
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

(a) 運用報酬１ (a) 運用報酬１

直前決算期末における総資産額の

0.175％に相当する金額（１円未

満切捨）とし、その２分の１の金

額（１円未満切捨）を、毎四半期

末日（２月末日、５月末日、８月

末日及び11月末日をいう。以下同

じ。）経過後遅滞なく支払うもの

とする。但し、設立当初の第1決

算期に関しては、下記の計算式に

より求められた金額の合計額と

し、②を平成13年12月末日経過後

遅滞なく支払い、①の２分の１の

金額を、平成14年３月末日及び平

成14年６月末日経過後遅滞なく支

払い、③を平成14年８月末日経過

後遅滞なく支払うものとする。

直前決算期末における本投資法人

の総資産額の0.175％に相当する

金額（１円未満切捨）とし、その

２分の１の金額（１円未満切捨）

を、毎四半期末日（２月末日、５

月末日、８月末日及び11月末日を

いう。以下同じ。）経過後遅滞な

く支払うものとする。

①　平成13年12月末における運用

資産中の不動産等の累積取得

価額（但し、消費税及び地方

消費税並びに取得に伴う費用

は除く。）の0.175％に相当

する金額（１円未満切捨）

②　①に平成13年12月１日から平

成13年12月末日までの経過日

数（31日）を乗じ183日で除

した金額（１円未満切捨）

③　①に平成14年７月１日から平

成14年８月末日までの経過日

数（62日）を乗じ183日で除

した金額（１円未満切捨）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

(b) 運用報酬２ (b) 運用報酬２

直前決算期における税引前当期利

益に、支払利息等の金利費用を加

算し、運用資産中の不動産等の売

却による損益を控除した金額（以

下本号において「調整後当期利

益」という。）の3.0％に相当す

る金額（１円未満切捨）とし、そ

の２分の１の金額（１円未満切

捨）を、毎四半期末日経過後遅滞

なく支払うものとする。但し、調

整後当期利益がゼロ又はそれ以下

となる場合には、運用報酬２の計

算においては調整後当期利益をゼ

ロとみなして計算するものとし、

すなわち、これに係る運用報酬２

については無報酬となるものとす

る。

なお、設立当初の第１決算期に関

しては、下記の計算式により求め

られた金額の合計額とし、②を平

成13年12月末日経過後遅滞なく支

払い、①の２分の１の金額を、平

成14年３月末日及び平成14年６月

末日経過後遅滞なく支払い、③を

平成14年８月末日経過後遅滞なく

支払うものとする。

直前決算期における本投資法人の

税引前当期利益に、支払利息等の

金利費用を加算し、運用資産中の

不動産等の売却による損益を控除

した金額（以下「調整後当期利

益」という。）の3.0％に相当す

る金額（１円未満切捨）とし、そ

の２分の１の金額（１円未満切

捨）を、毎四半期末日経過後遅滞

なく支払うものとする。但し、調

整後当期利益がゼロ又はそれ以下

となる場合には、運用報酬２の計

算においては調整後当期利益をゼ

ロとみなして計算するものとし、

すなわち、これに係る運用報酬２

については無報酬となるものとす

る。

①　平成13年12月末における運用

資産中の不動産等の累積取得

価額（但し、消費税及び地方

消費税並びに取得に伴う費用

は除く。）に2.5％を乗じた

金額の3.0％に相当する金額

（１円未満切捨）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

②　①に平成13年12月１日から平

成13年12月末日までの経過日

数（31日）を乗じ183日で除

した金額（１円未満切捨）

③　①に平成14年7月１日から平

成14年８月末日までの経過日

数（62日）を乗じ183日で除

した金額（１円未満切捨）

(c) 運用報酬３ (c) 運用報酬３

新たに不動産等を取得した場合、

当該不動産等の取得価額（但し、

消費税及び地方消費税並びに取得

に伴う費用は除く。）の0.5％以

下に相当する金額（１円未満切

捨）を、取得日（所有権移転等の

権利移転の効果が発生した日）の

属する月の月末から１カ月以内に

支払うものとする。

本投資法人が新たに不動産等を取

得した場合、当該不動産等の取得

価額（但し、消費税及び地方消費

税並びに取得に伴う費用は除

く。）の0.5％以下に相当する金

額（１円未満切捨）を、取得日

（所有権移転等の権利移転の効果

が発生した日）の属する月の末日

から１箇月以内に支払うものとす

る。

(d) 運用報酬４ (d) 運用報酬４

運用資産中の不動産等の売却が実

行された場合、当該不動産等の売

却価額（但し、消費税及び地方消

費税は除く。）の0.5％以下に相

当する金額（１円未満切捨）を、

売却日（所有権移転等の権利移転

の効果が発生した日）の属する月

の月末から１カ月以内に支払うも

のとする。

運用資産中の不動産等の売却が実

行された場合、当該不動産等の売

却価額（但し、消費税及び地方消

費税は除く。）の0.5％以下に相

当する金額（１円未満切捨）を、

売却日（所有権移転等の権利移転

の効果が発生した日）の属する月

の末日から１箇月以内に支払うも

のとする。

(e）上記の運用報酬に係る消費税及び

地方消費税は、本投資法人の負担

とする。

(e）各運用報酬に係る消費税及び地方

消費税は、本投資法人の負担とす

る。
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(f）なお、各報酬の支払いに際して

は、当該報酬に係る消費税及び地

方消費税相当額を加えた金額を資

産運用会社の指定する銀行口座へ

振込（銀行手数料並びに当該振込

手数料金額に係る消費税及び地方

消費税は本投資法人の負担とす

る。）により支払うものとする。

(f）各運用報酬の支払に際しては、当

該報酬に係る消費税及び地方消費

税相当額を加えた金額を資産運用

会社の指定する銀行口座へ振込

（銀行手数料並びに当該振込手数

料金額に係る消費税及び地方消費

税は本投資法人の負担とする。）

により支払うものとする。

第７章　付　　則 （削　　除）

第42条（設立企画人の名称及び住所） （削　　除）

　本投資法人の設立企画人の氏名又は

名称及び住所は以下の通りである。

オリックス・アセットマネジメント株

式会社

本店所在地　東京都港区浜松町２丁目

４番１号

第43条（設立企画人が受ける報酬の有無及

びその金額）

（削　　除）

　設立企画人が本投資法人の設立に係

る役務に対する報酬として受け取る金

額は、金5,000万円とする。

第44条（投資法人の負担に帰すべき設立費

用の有無並びにあるときはその内

容及び金額）

（削　　除）

　本投資法人の負担に帰すべき設立費

用は、設立登記の登録免許税、設立時

に発行する投資口の払込保管取扱手数

料、設立に関する弁護士、会計士、

ファイナンシャルアドバイザー等への

報酬及びその他の設立事務に必要な費

用及び諸税等とし、その金額は金

6,500万円以内とする。

第45条（雑　則） （削　　除）

　この規約は、平成13年９月４日に定

められる。



－　 －

（15）／ 05/04/21 16:25（05/04/20 16:43）／ 97_05236655_02_os2オリックスアセットマネジメント様_招集_議決権の_P.doc

15

現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

別紙１ 別紙１

資産運用の対象及び方針について 資産運用の対象及び方針について

本投資法人の資産運用の対象及び方針等に

ついては以下の通りとする。

本投資法人の資産運用の対象及び方針等に

ついては以下の通りとする。

Ⅰ資産運用の対象 Ⅰ資産運用の対象

本投資法人の財産を下記(1)乃至(3)に掲

げる特定資産及び下記(4)に掲げる特定

資産以外の資産に投資する。

本投資法人の財産を下記(1)乃至(3)に掲

げる特定資産及び下記(4)に掲げる特定

資産以外の資産に投資する。

(1）不動産等（下記①乃至⑥に掲げる資

産をいう。下記①乃至⑥それぞれの

意義は本規約において同じであり、

「不動産等」が下記①乃至⑥の資産

で構成される点も、本規約において

同じ。）

(1）不動産等（下記①乃至⑥に掲げる資

産をいう。下記①乃至⑥それぞれの

意義はこの規約において同じであ

り、「不動産等」が下記①乃至⑥の

資産で構成される点も、この規約に

おいて同じ。）

①　不動産（かかる不動産には、(ⅰ)

本投資法人が第三者から直接不動

産を取得した場合の不動産のみな

らず、(ⅱ)不動産を信託財産とす

る信託受益権を本投資法人が第三

者から取得した後に、信託契約の

終了もしくは解約等に伴い、信託

財産としての不動産が受益者であ

る本投資法人に交付された結果、

不動産を取得することとなった場

合の不動産を含むものとする。）

①　不動産（かかる不動産には、(ⅰ)

本投資法人が第三者から直接不動

産を取得した場合の不動産のみな

らず、(ⅱ)不動産を信託財産とす

る信託受益権を本投資法人が第三

者から取得した後に、信託契約の

終了若しくは解約等に伴い、信託

財産としての不動産が受益者であ

る本投資法人に交付された結果、

不動産を取得することとなった場

合の不動産を含むものとする。）

 (以下(1)②及び(1)③につき、条文省略)  (以下(1)②及び(1)③につき、現行どおり)

④　不動産、土地の賃借権若しくは地

上権を信託する信託の受益権（不

動産に付随する金銭と合わせて信

託する包括信託（以下「包括信

託」という。）を含むが、証券取

引法(昭和23年法律第25号)第２条

第１項及び第２項において定義さ

れる有価証券（以下「有価証券」

という。）に該当するものを除

く。）

④　不動産、土地の賃借権若しくは地

上権を信託する信託の受益権（不

動産に付随する金銭と合わせて信

託する包括信託（以下「包括信

託」という。）を含むが、証券取

引法第２条第１項及び第２項にお

いて定義される有価証券（以下

「有価証券」という。）に該当す

るものを除く。）

 (以下(1)⑤及び(1)⑥につき、条文省略)  (以下(1)⑤及び(1)⑥につき、現行どおり)
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

(2）不動産対応証券（下記①乃至④に掲

げる資産をいう。 以下同じ。）

(2）不動産対応証券（下記①乃至④に掲

げる資産をいう。 以下同じ。）

上記(1)に掲げる不動産等を主たる

投資対象とすることを目的とする次

に掲げるもの

上記(1)に掲げる不動産等を主たる

投資対象とすることを目的とする次

に掲げるもの

①　優先出資証券　「資産の流動化に

関する法律」（平成10年法律第

105号、その後の改正を含む。以

下「資産流動化法」という。）第

２条第８項に定める優先出資証券

①　優先出資証券　「資産の流動化に

関する法律」（平成10年法律第

105号、その後の改正を含む。以

下「資産流動化法」という。）第

２条第９項に定める優先出資証券

（以下(2)②及び(2)③につき、条文省略） （以下(2)②及び(2)③につき、現行どお

り）

④　特定目的信託の受益証券   資産

流動化法第２条第12項に定める特

定目的信託の受益証券（不動産等

として定義される上記(1)④又は

⑤に掲げる資産に該当するものを

除く。）

④　特定目的信託の受益証券   資産

流動化法第２条第13項に定める特

定目的信託の受益証券（不動産等

として定義される上記(1)④又は

⑤に掲げる資産に該当するものを

除く。）

(3）本投資法人は、上記(1)及び(2)に掲

げる不動産等及び不動産対応証券に

該当する特定資産のほか、次に掲げ

る特定資産により運用する。

(3）本投資法人は、上記(1)及び(2)に掲

げる不動産等及び不動産対応証券に

該当する特定資産のほか、次に掲げ

る特定資産により運用する。

①　以下に掲げる有価証券 ①　以下に掲げる有価証券

（以下(3)①(ア)から(3)①(エ)まで、条文

省略）

（以下(3)①(ア)から(3)①(エ)まで、現行

どおり）

(オ) 社債券（証券取引法第２条第

１項第４号で定めるものをい

う。但し、転換社債券及び新

株引受権付社債券を除く。）

(オ）社債券（証券取引法第２条第

１項第４号で定めるものをい

う。但し、転換社債券、新株

引受権付社債券及び新株予約

権付社債券を除く。）

（以下(3)①(カ)から(3)①(ス)まで、条文

省略）

（以下(3)①(カ)から(3)①(ス)まで、現行

どおり）
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(セ) 預託証書（証券取引法第２条

第１項第10号の３で定めるも

ので、上記(ア)及至(ウ)又は

(オ)の証券の性質を有する本

邦通貨建のものとする。）

(セ) 預託証書（証券取引法第２条

第１項第10号の３で定めるも

ので、上記(ア)乃至(ウ)又は

(オ)の証券の性質を有する本

邦通貨建のものとする。）

（以下(3)①(ソ)及び(3)①(タ)につき、条

文省略）

（以下(3)①(ソ)及び(3)①(タ)につき、現

行どおり）

(チ) 外国法人に対する権利で、上

記(ソ)の権利の性質を有する

もの（証券取引法第２条第２

項第２号で定めるものをい

う。）

(チ) 外国法人に対する権利で、上

記(タ)の権利の性質を有する

もの（証券取引法第２条第２

項第２号で定めるものをい

う。）

（新　　設） (ツ）株券（証券取引法第２条第１

項第６号で定めるものをい

い、実質的に不動産等若しく

は不動産対応証券に投資する

ことを目的とするもの又は不

動産等若しくは不動産対応証

券への投資に付随し若しくは

関連して取得するものに限

る。）

②　金銭債権（「投資信託及び投資法

人に関する法律施行令」（平成12

年政令第480号、以下「投信法施

行令」という。）第３条第１号、

第12号及び第14号に該当するもの

を除く。）

②　金銭債権（「投資信託及び投資法

人に関する法律施行令」（平成12

年政令第480号、その後の改正を

含む。以下「投信法施行令」とい

う。）第３条第１号、第12号及び

第14号に該当するものを除く。）

③　（条文省略） ③　（現行どおり）
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(4) 特定資産以外の資産 (4）特定資産以外の資産

①　実質的に不動産等に投資すること

を目的とする場合に限り、有限会

社法（昭和13年法律第74号、その

後の改正を含む。）に基づく有限

会社の出資持分に投資することが

ある。

①　実質的に不動産等若しくは不動産

対応証券に投資することを目的と

する場合又は不動産等若しくは不

動産対応証券への投資に付随し若

しくは関連する場合に限り、有限

会社法（昭和13年法律第74号、そ

の後の改正を含む。）に基づく有

限会社の出資持分に投資すること

がある。

②　不動産等の投資に付随したものに

限り、商標法（昭和34年法律第

127号、その後の改正を含む。）

に基づく商標権等（商標権又はそ

の専用使用権若しくは通常使用権

をいう。）に投資することがあ

る。

②　不動産等又は不動産対応証券の投

資に付随したものに限り、商標法

（昭和34年法律第127号、その後

の改正を含む。）に基づく商標権

等（商標権又はその専用使用権若

しくは通常使用権をいう。）に投

資することがある。

③　不動産等又は不動産対応証券への

投資に付随したものに限り、著作

権法（昭和45年法律第48号、その

後の改正を含む。）に基づく著作

権等に投資することがある。

④　不動産等又は不動産対応証券への

投資に付随したものに限り、温泉

権等（観光施設財団抵当法（昭和

43年法律第91号、その後の改正を

含む。）で規定される温泉を利用

する権利又は慣習法上の権利とし

て認められる温泉権若しくは温泉

利用権をいう。）に投資すること

がある。
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⑤　不動産等又は不動産対応証券への

投資に付随したものに限り、動産

等（民法（明治29年法律第89号、

その後の改正を含む。）で規定さ

れるもののうち、設備、備品その

他の構造上又は利用上不動産に附

加された物件等をいう。）に投資

し、又はこれを賃借することがあ

る。

③　不動産等又は不動産対応証券の投

資に係るリスクを軽減する事を目

的とする場合に限り、各種デリバ

ティブ取引（上記(3)③に該当す

るものを除く。）若しくは各種保

険契約に係る権利を取得すること

がある。

⑥　不動産等又は不動産対応証券の投

資に係るリスクを軽減することを

目的とする場合に限り、各種デリ

バティブ取引（上記(3)③に該当

するものを除く。）若しくは各種

保険契約に係る権利を取得するこ

とがある。

Ⅱ資産運用の方針 Ⅱ資産運用の方針

(1) 本投資法人は、不動産及び不動産を

信託する信託の受益権（包括信託を

含む。）を主たる投資対象として、

中長期な観点から、運用資産の着実

な成長と安定した収益の確保を目指

す。

(1) 本投資法人は、不動産及び不動産を

信託する信託の受益権（包括信託を

含む。）を主たる投資対象として、

中長期的な観点から、運用資産の着

実な成長と安定した収益の確保を目

指す。

（以下(2)から(4)まで、条文省略） （以下(2)から(4)まで、現行どおり）

(5) 本投資法人の投資する不動産及び信

託財産である不動産は、稼動中の収

益不動産であることを原則とし、未

稼動の不動産への投資にあたって

は、運用資産全体における未稼動資

産の割合が適切な範囲に収まるよう

に配慮するものとする。

(5) 本投資法人の投資する不動産及び信

託財産である不動産は、稼動中（賃

貸が可能である状態を含む。）の収

益不動産であることを原則とし、未

稼動の不動産への投資にあたって

は、運用資産全体における未稼動資

産の割合が適切な範囲に収まるよう

に配慮するものとする。

(6）有価証券及び金銭債権への投資にあ

たっては、不動産対応証券を除き、

専ら安全性と換金性の観点から運用

を行うものとする。

(6）有価証券及び金銭債権への投資にあ

たっては、不動産対応証券及び上記

Ⅰ(3)①(ツ)の株券を除き、専ら安

全性と換金性の観点から運用を行う

ものとする。
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(7)（条文省略） (7)（現行どおり）

(8) その他 (8) その他

本投資法人は、資産の運用の方針

として、以下に定義する特定不動

産の価額の合計額の本投資法人の

有する特定資産の価額の合計額に

占める割合を100分の75以上とな

るように運用する。本(8)号にお

いて特定不動産とは、本投資法人

が取得する特定資産のうち不動

産、不動産の賃借権、地上権又は

不動産、土地の賃借権若しくは地

上権を信託する信託の受益権をい

う。

①　本投資法人は、資産の運用の方針

として、以下に定義する特定不動

産の価額の合計額の本投資法人の

有する特定資産の価額の合計額に

占める割合を100分の75以上とす

る。ここで特定不動産とは、本投

資法人が取得する特定資産のうち

不動産、不動産の賃借権、地上権

又は不動産、土地の賃借権若しく

は地上権を信託する信託の受益権

をいう。

（新　　設） ②　本投資法人は、資産の総額に占め

る不動産（本②においては、信託

の受益権（不動産のみを信託する

信託に係るものに限る。）及び匿

名組合出資の持分（その出資され

た財産を不動産のみに運用するこ

とを定めた匿名組合契約に係るも

のに限る。）を含む。）の価格の

割合として財務省令で定める割合

を75％以上とする。

Ⅲ組入資産の貸付けの目的及び範囲 Ⅲ組入資産の貸付けの目的及び範囲

(1) （条文省略） (1) （現行どおり）

(2) 前号の不動産の賃貸に際しては、敷

金又は保証金等これらに類する金銭

（以下「敷金等」という。）を受け

入れ又は差し入れることがあり、受

け入れた敷金等は、本運用方針の定

めに基づき運用する。

(2）前号の不動産の賃貸に際しては、敷

金等を受け入れ又は差し入れること

があり、受け入れた敷金等は、本運

用方針の定めに基づき運用する。

(3) （条文省略） (3) （現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

別紙２ 別紙２

資産評価の方法、基準及び基準日について 資産評価の方法、基準及び基準日について

Ⅰ資産評価の方法及び基準について Ⅰ資産評価の方法及び基準について

本投資法人の会計処理は、「投資法人の

貸借対照表、損益計算書、資産運用報告

書、金銭の分配にかかる計算書及び附属

明細書に関する規則（平成12年総理府令

第134号）、投資信託協会制定の「不動

産投資信託及び不動産投資法人に関する

規則」、同協会が定めるその他の諸規則

及び一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に従って行う。

本投資法人の会計処理は、「投資法人の

貸借対照表、損益計算書、資産運用報告

書、金銭の分配に係る計算書及び附属明

細書に関する規則（平成12年総理府令第

134号、その後の改正を含む。）、投資

信託協会制定の「不動産投資信託及び不

動産投資法人に関する規則」、同協会が

定めるその他の諸規則及び一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に従って

行う。

１　本投資法人の資産評価の方法は、原

則として運用資産の種類毎に次の通

りとする。

１　本投資法人の資産評価の方法は、原

則として運用資産の種類毎に次の通

りとする。

(1）不動産等 (1）不動産等

①　不動産、不動産の賃借権及び地上

権

取得価額から減価償却累計額を控

除した価額。なお、減価償却の算

定方法は建物部分及び設備部分と

もに、原則として定額法によるも

のとするが、正当な事由により定

額法による算定が適当ではなく

なった場合であり、かつ、投資家

保護上問題が無いと合理的に判断

できる場合に限り他の算定方法に

より算定することができるものと

する。

①　不動産、不動産の賃借権及び地上

権

取得価額から減価償却累計額を控

除した価額。なお、減価償却の算

定方法は建物部分及び設備部分と

もに、原則として定額法によるも

のとするが、正当な事由により定

額法による算定が適当ではなく

なった場合であり、かつ、投資家

保護上問題がないと合理的に判断

できる場合に限り、他の算定方法

により算定することができるもの

とする。

（以下(1)②から(1)④まで、条文省略） （以下(1)②から(1)④まで、現行どおり）

(2）有価証券（不動産対応証券を含               

む。）

(2）有価証券（不動産対応証券を含               

む。）

①　（条文省略） ①　（現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

②　店頭売買有価証券 （削　　除）

証券業協会（当該店頭売買有価証

券が２以上の証券業協会に備える

証券取引法第75条第１項に規定す

る店頭売買有価証券登録原簿に登

録されている場合は、当該店頭売

買有価証券が主として取引されて

いる証券業協会とする。）が開設

する店頭売買有価証券市場又はこ

れに類似する市場で外国に所在す

るものにおける最終価格（原則と

して証券業協会の公表する基準価

額とし、基準価額の入手が困難か

又はそれがない場合にはブロー

カーの店頭において成立する価格

（気配値を含む）とし、気配値に

よる場合には公表された売り気配

の最安値又は買い気配の最高値に

より、また、それらがともに公表

されている場合にはその仲値とす

る。）に基づき算出した価額。
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

③　①及び②に掲げる有価証券以外の

有価証券

当該有価証券の市場価格（証券会

社等のブローカーにより提示され

る価格（気配値を含む）又は取引

所有価証券市場若しくは店頭売買

有価証券市場における取引価格に

準じ随時売買換金等を行う事がで

きる取引システムで成立する価格

をいう。 以下同じ。）がある場

合には市場価格に基づく価額。ま

た、市場価格がない場合にはこれ

に準ずるものとして合理的な方法

により算出された価額。但し、優

先出資証券、コマーシャル・ペー

パー、貸付信託の受益証券、外国

貸付債権信託受益証券、外国法人

が発行する譲渡性預金証書及び貸

付債権信託受益証券並びに外国法

人に対する権利で貸付債権信託受

益証券の権利の性質を有するもの

については、市場価格及び合理的

な方法により算出された価格がな

い場合には、取得価額にて評価で

きるものとする。

②　①に掲げる有価証券以外の有価証

券

当該有価証券の市場価格（証券会

社等のブローカーにより提示され

る価格（気配値を含む）又は取引

所有価証券市場における取引価格

に準じ随時売買換金等を行うこと

ができる取引システムで成立する

価格をいう。 以下同じ。）があ

る場合には市場価格に基づく価

額。また、市場価格がない場合に

はこれに準ずるものとして合理的

な方法により算出された価額。但

し、優先出資証券、コマーシャ

ル・ペーパー、貸付信託の受益証

券、外国貸付債権信託受益証券、

外国法人が発行する譲渡性預金証

書及び貸付債権信託受益証券並び

に外国法人に対する権利で貸付債

権信託受益証券の権利の性質を有

するものについては、市場価格及

び合理的な方法により算出された

価格がない場合には、取得価額に

て評価できるものとする。

（以下(3)から(5)まで、条文省略） （以下(3)から(5)まで、現行どおり）

(6）その他 (6）その他

上記に定めの無い事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に従って評価を行う。

上記に定めのない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に従って評価を行う。

（以下２及び３につき、条文省略） （以下２及び３につき、現行どおり）
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現 行 の 規 約 変 更 後 の 規 約

Ⅱ資産評価の基準日について Ⅱ資産評価の基準日について

本投資法人の資産評価の基準日は、原則

として規約第10条に定める決算日とする

が、有価証券（不動産対応証券を含

む。）であって、市場価格に基づく価額

で評価できる資産については毎月末とす

る。

本投資法人の資産評価の基準日は、原則

として規約第９条に定める決算日とする

が、有価証券（不動産対応証券を含

む。）であって、市場価格に基づく価額

で評価できる資産については毎月末日と

する。

別紙３ 別紙３

金銭の分配の方針について 金銭の分配の方針について

本投資法人は、原則として以下の方針に基

づき金銭の分配を行うものとする。

本投資法人は、原則として以下の方針に基

づき金銭の分配を行うものとする。

１　（条文省略） １　（現行どおり）

２　利益を超えた分配 ２　利益を超えた分配

役員会において適切と判断した場

合、投信法第136条第１項の規定に

従い、投資主に対し、投信法第131

条第１項の承認を受けた金銭の分配

に係る計算書に基づき、利益を超え

て金銭の分配をすることができる。

但し、この判断に際しては、その結

果生じる法人税法等の租税債務の有

無、及びその租税債務の発生が次年

度以降に及ぼす租税債務算定上の影

響をも勘案してこれを行うものとす

る。

役員会において適切と判断した場

合、投信法第136条第１項の規定に

従い、投資主に対し、投信法第131

条第１項の承認を受けた金銭の分配

に係る計算書に基づき、利益を超え

て金銭の分配をすることができる。

但し、この判断に際しては、その結

果生じる法人税法等の租税債務の有

無、及びその租税債務の発生が当該

分配に係る決算期以降の決算期に及

ぼす租税債務算定上の影響をも勘案

してこれを行うものとする。

（以下３及び４につき、条文省略） （以下３及び４につき、現行どおり）

４　本議案について、投信法第104条において準用する商法第275条の規定による

監督役員の意見はありません。
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第２号議案：執行役員１名選任の件

１　本議案について議決権を有する投資主が有する投資口の総口数：175,363口

２　議案の要領及び提案の理由

　執行役員市川洋は、平成17年５月27日をもって任期満了となりますので、執

行役員１名の選任をお願いするものであります。本議案において、執行役員の

任期は、本投資法人の規約の定めにより、就任する平成17年５月28日から２年

間とします。なお、この執行役員１名の選任に関する第２号議案は、平成17年

４月22日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の一致をもってす

る決議によって提出されたものであります。

３　次の者の選任をお願いいたしたいと存じます。

　執行役員候補者は次のとおりであります。

氏 名 

（生 年 月
 

日） 略 　 　 　 　 歴

（ い ち か わ ひ ろ し ）

市 川 　 洋

(昭和18年12月６日生)

昭和47年11月　物産不動産株式会社　入社
 

昭和56年２月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社）入社

平成２年１月　同社不動産事業本部部長

平成２年３月　同社鑑定部長

平成７年７月　同社不動産事業部長

平成11年３月　同社不動産鑑定部長

平成14年１月　同社不動産鑑定グループ部長

平成14年６月　オリックス・アセットマネジメント株

式会社代表取締役　就任（現職）

平成15年５月　本投資法人執行役員　就任（現職）

所 有 す る 投 資 口 数 なし

・他の会社の代表者である事実 上記候補者は、本投資法人が資産運用委

託契約等を締結しているオリックス・ア

セットマネジメント株式会社（投資信託

委託業者）の代表取締役です。なお、平

成15年３月27日付にて、金融庁より投資

信託委託業者の取締役についての投信法

第13条に基づく兼職承認を取得済です

（金監第1106号）。

・他の投資法人の執行役員である

事実

該当なし。
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・投資法人との特別の利害関係 本投資法人は、上記候補者が代表取締役

に就任しているオリックス・アセットマ

ネジメント株式会社に対して、資産の運

用業務等を委託しております。

４　本議案について、投信法第104条において準用する商法第275条の規定による

監督役員の意見はありません。

第３号議案：監督役員３名選任の件

１　本議案について議決権を有する投資主が有する投資口の総口数：175,363口

２　議案の要領及び提案の理由

　監督役員菅原和夫、石上尚弘及び森本新一は、平成17年５月27日をもって任

期満了となりますので、監督役員３名の選任をお願いするものであります。本

議案において、監督役員の任期は、本投資法人の規約の定めにより、就任する

平成17年５月28日から２年間とします。

３　次の者の選任をお願いいたしたいと存じます。

　監督役員候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名 

（生 年 月
 

日） 略 　 　 　 　 　 歴

（すがわらかずお）

菅 原 和 夫

(昭和20年10月13日生)

昭和44年４月　クロウエルカーリア・アンドマクミラ

ン社　入社

昭和49年４月　財団法人日本不動産研究所　入所

昭和53年３月　不動産鑑定士　登録

平成２年７月　財団法人日本不動産研究所浦和支所支

所長

平成５年６月　同所　退所

平成５年７月　菅原ランドプロジェクト株式会社代表

取締役　就任（現職）

平成14年１月　本投資法人監督役員　就任（現職）

１

所有する投資口数 なし

・他の会社の代表者である事実 菅原ランドプロジェクト株式会社代表取

締役

・他の投資法人の執行役員である

事実

該当なし。
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・投資法人との特別の利害関係 該当なし。

候補者
番　号

氏 名 

（生 年 月
 

日)
略 　 　 　 　 　 歴

（いしがみなおひろ）

石 上 尚 弘

(昭和35年２月12日生)

昭和59年４月　労働省（現厚生労働省）入省

昭和63年４月　国際労働事務局（ＩＬＯ）出向

平成７年３月　労働省　退職

平成７年４月　第49期司法修習生

最高裁判所司法研修所　入所

平成９年３月　司法修習生　修了

平成９年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成９年４月　石上法律事務所　開業

平成13年９月　本投資法人監督役員　就任（現職）

平成14年10月　石上・池田法律事務所　開業（現職）

２

所有する投資口数 なし

・他の会社の代表者である事実 石上・池田法律事務所代表

・他の投資法人の執行役員である

事実

該当なし。

・投資法人との特別の利害関係 該当なし。

候補者
番　号

氏 名 

（生 年 月
 

日） 略 　 　 　 　 　 歴

（もりもとしんいち）

森 本 新 一

(昭和40年５月12日生)

昭和63年４月　明治生命保険相互会社（現明治安田生

命保険相互会社）入社

平成３年10月　井上斎藤英和監査法人（現あずさ監査

法人）入所

平成７年７月　同監査法人　退所

平成７年７月　公認会計士登録

平成７年７月　森本公認会計士事務所　開業（現職）

平成７年８月　税理士登録

平成13年９月　本投資法人監督役員　就任（現職）

３

所有する投資口数 なし

・他の会社の代表者である事実 森本公認会計士事務所代表

・他の投資法人の執行役員である

事実

該当なし。

・投資法人との特別の利害関係 該当なし。
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４　本議案について、投信法第104条において準用する商法第275条の規定による

監督役員の意見はありません。

参考事項

　本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれにも、本投資法人の規約第18条第１項に定める「みなし賛成」の

規定は適用されません。なお、上記の第１号議案乃至第３号議案の各議案につき

ましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当いたしておりません。

以　上
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投資主総会会場ご案内図

会　場　　　東京都港区浜松町二丁目４番１号

世界貿易センタービル　38階

ＷＴＣコンファレンスセンター　フォンテーヌ

交　通　　　・ＪＲ（山手線・京浜東北線）浜松町駅直結（東京駅

から６分）

・東京モノレール（羽田線）浜松町駅直結（羽田空港

第２ビル駅から23分）

・都営地下鉄（浅草線・大江戸線）大門駅直結

会場付近略図


